
 報道の解禁日＜「東海国立大学機構設立に向けた基本合意書（案）」のみ＞（日本時間） 

東海国立大学機構設立に向けた基本合意書締結式開始後（平成 30年 12月 25日 11:30以降） 
 

 

  

平成３０年１２月２１日 

記者クラブ 各位 

 

 

 

 

 

 

 

下記のとおり合意書締結式及び共同記者会見を行いますので、お知らせいたします。 

なお、当日は、10:00～10:30 に「東海国立大学機構（仮称）検討協議会（第９

回）」を非公開にて開催する予定であり、審議事項である「東海国立大学機構設立に向

けた基本合意書（案）」を参考までにお送りいたします。 

記 

 

【東海国立大学機構設立に向けた基本合意書締結式及び共同記者会見】 

開催日時：平成３０年１２月２５日(火)１１時３０分～１２時３０分 

開催場所：ＪＲゲートタワーカンファレンス会議室５・６ 

（愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番３号ＪＲゲートタワー１６階） 

 

※ 合意書締結式は公開にて開催いたしますが，入室や撮影，録画等は事務局からの指示に従っ

てください。締結式終了後に，共同記者会見を予定しております。取材を希望される方は，12

月 21 日（金）17 時までに，名古屋大学事務局（kouho＠adm.nagoya-u.ac.jp）へ取材登録

票（別添）をお送りください。 

※ お送りした「東海国立大学機構設立に向けた基本合意書（案）」の内容について，報道の解禁

は，合意書締結式開始後となりますので，ご留意ください。 

東海国立大学機構設立に向けた基本合意書締結式について 

＜岐阜大学 広報担当＞ 

岐阜大学総合企画部総務課広報室 

TEL：058(293)2009 

FAX：058(293)2021 

E-mail：kohositu@gifu-u.ac.jp 

＜名古屋大学 広報担当＞ 

名古屋大学総務部総務課広報室 

TEL：052-789-2699 

FAX：052-789-2019 

E-mai：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp 



 

別添  
【取材登録票】 

 
名古屋大学総務部総務課広報室 宛  

 

下記に必要事項を記入し、平成 30 年 12 月 21 日（金）午後５時までに、

Ｅ-MAIL（kouho＠adm.nagoya-u.ac.jp）もしくは FAX（052-789-2019） 

にてお申し込みください。 

 

12 月 25 日(火)に開催される基本合意書締結式に、次の者が出席いたしま

す。 

 ※使用する機材等に○を付けてください。  

社  名  

取 

材 

参 

加 
者 

（ふりがな） 

氏 名 

 １ ペン 

２ スチールカメラ 

３ ムービーカメラ 

（ふりがな） 

氏 名 

 １ ペン 

２ スチールカメラ 

３ ムービーカメラ 

（ふりがな） 

氏 名 

 １ ペン 

２ スチールカメラ 

３ ムービーカメラ 

合計人数 名  

社連絡先 

（代表者） 

電話番号  

FAX 番号  

備考欄  

※注意事項・取材にあたっては、身分証明書を持参し、社名入りの腕章を

着用してください。 

その他、担当者の指示に従ってください。 



 

参考 
 

東海国立大学機構設立に向けた基本合意書（案） 

 

１．新法人設立の目的について 

 国立大学法人岐阜大学及び同名古屋大学（以下、「両国立大学法人」という。）は、世界と

我が国社会の大きな変動と大学を取り巻く状況の著しい変化を踏まえ、一つの国立大学法人

が複数の大学を設置することを可能とする国立大学法人法の改正が国により行われることを

前提として、世界と競争する東海地域に相応しい、自律分散型マルチ・キャンパスシステムの

実現により、新法人総体として「世界屈指の研究・世界水準の高等教育機能」と「東海地域の

持続的発展に貢献する機能」を強化し、大学・産業界・地域の発展の好循環モデルを創出す

る、我が国における新しい大学像の構築を目指すこととし、各大学を設置する法人を統合す

ることで合意する。 

 両国立大学法人は、国立大学の機能強化の方向性におけるⅠ類型とⅢ類型のミッションを

踏まえつつ、大学ごとの強みや特色を明確にした研究力の強化、リカレント教育を含む次世

代型高等教育の開発や教養教育と専門教育における大学間の相互補完などによる教育力

の強化及びそれらを社会へ還元することを目的として統合を進める。 

 さらに、我が国の経済を牽引する東海地域を世界有数の自律的イノベーション創出社会

（Tech Innovation Smart Society）とするための構造的転換に貢献し、大学を中核とするイノベ

ーションによる地域創生の実現をも目指す。 

 このため、大学経営上の資源を相互利用しつつ経営の高度化、国際的な教育研究環境の

整備、教育の共同実施、施設・大型機器マネジメントの共同化、産業界との対話・窓口の拡充

及び連携強化による民間からの資金の充実、産学連携マネジメントの共有などを進める。 

 これらを通じ、新法人及びそれを構成する大学の国際的な評価とブランド力の向上につな

げる。 

 

２．新法人の名称と主たる事務所の所在地等について 

（１） 両国立大学法人の統合により設けられる新法人の名称は「国立大学法人東海国立

大学機構」（略称：東海機構）とする。 

 

（２） 新法人について、主たる事務所の所在地は愛知県とする。 

 

３．新法人の長の選考、任期、各大学の学長（慣例として「総長」を呼称とする名古屋

大学の学長についてもここでは学長と記す、以下同じ）との関係について 

（１） 新法人の長には、人格が高潔で、学識が優れ、複数の大学等を設置する法人を総

理するために必要な指導力と組織経営の経験を有する者を選考する。 

新法人が設けられる際の新法人の長の選考については、以下の手続きにより行う方

向で今後整理する。 



 

新法人の長を選考する委員会は、法人統合時の岐阜大学及び名古屋大学の学

長選考会議を母体に大学ごとに学内委員と学外委員が同数となることを前提に、そ

れぞれ同数を選出することとする。上記委員会の議長については、委員の互選によ

り選出する。新法人設立後の新法人の長の選考方法等これ以外の詳細については、

今後整理する。 

 

（２） 新法人の長の就任期日及び任期は、今後整理する。 

 

（３） 新法人の長は法人を総理する。 

具体的には、新法人の長は法人全体の経営について責任を有し、新法人設立の

目的に従って法人全体の戦略策定や予算の全体的取りまとめ、総合的な調整等を

図る。また、新法人の長は、人事に関し、URA や技術職員等を含む職員について、

法人全体で統一した管理を行う。教員については各大学において行われる教員選

考を尊重し、学長の申出に基づき、新法人の長が任命を行う。教職員に非違行為が

あった場合の処分は新法人の長の責任において行う。 

 

（４） 学長の選考については、各大学に学長選考会議を置く等、今後整理する。 

大学の学長は校務をつかさどり、所属教職員を統督するものとする。 

具体的には、学長は、法人全体の戦略の下で行われる各大学の教育研究活動を

はじめとする各種活動の全般について責任を有する。このため、各大学に配分され

た予算の使途、各大学に配属された教職員の管理については、一部の処分権限等、

法的には新法人の長の権限になると見込まれるものも含め、新法人内の専決規程等

を整備することにより学長が責任をもって当たることができるよう、今後整理する。 

 

４．新法人の主な組織体制について 

（１） 新法人に法人の長、各大学の学長を含む理事からなる役員会を置く。また、各大学

には、学内における重要事項を取り扱うため、学長等から構成される運営会議を置く。 

 

（２） 新法人の長は、学外の有識者から適格な者を別に取り決めた数について理事とし

て選任する。これ以外の新法人の理事の選任及び任期については、今後整理する。 

 

（３） 新法人における各大学の教育研究を中心とする機能強化及び、法人としての適切

なガバナンスの確立に向け、新法人の長、学長、理事等の役員及び役員会等重要な

組織に関する権限規程を、今後整理する。 

 

（４） 研究協力や研究拠点形成、共通教育や次世代型教育の展開、国際交流の強化、

社会連携の推進等、両大学において今後必要となる取組の協働・連携、必要な組織

整備等について調整を図るため、新法人の理事、各大学の担当副学長等の関係者

による調整枠組みを新法人に設ける。 

 



 

（５） 新法人の運営（支援）組織については、新法人としての戦略に基づき、各大学共通

に支援することが求められる事項、各大学を越えてマネジメントを行うべき事項について

は、新法人において一体的に統括して推進する体制を構築する方向での検討を早急

に進める。 

 

（６） 新法人の本部事務組織については、各大学に共通する管理業務や大学横断的な

企画立案業務を担う部署を集約して設置する方向での検討を早急に進める。この際、

各大学における学長のイニシアティブによる学内施策の企画立案やこれを推進する機

能が実効的に確保されることに配慮する。 

 

（７） 経営協議会については新法人にこれを一つ置き、新法人の長が役員会の議を経て

委員の選任を行うものとする。これまで各大学に設置されていた経営協議会のあり方を

踏まえつつ、適切な規模・構成については、今後整理する。 

 

（８） 教育研究評議会については各大学の教育研究活動の独自性を維持するため、大

学ごとに置く。 

 

５．新法人の財務・予算執行について 

（１） 新法人設立後、運営費交付金等に係る国への概算要求については、法人本部が

法人全体を取りまとめ、要求する。新法人の予算編成における法人本部及び各大学へ

の配分予算額は、法人統合前の両大学の予算額を踏まえて行うことを基本とする。各

大学が得た外部資金等について、新法人本部と各大学との間接経費の配分割合、寄

付金の管理等、資金の種類に応じて生じる新法人と各大学との管理上の課題について

は、検討を早急に進める。 

 

（２） 各大学に予算が配分されて以降は、新法人内の専決規程等を整備することにより学

長が責任をもって予算を執行することができるよう、検討を早急に進める。 

 

６．教職員の雇用について 

 新法人の設立の際現に両国立大学法人の教職員である者は、別に辞令を発せられない限

り、新法人の成立の日において、新法人の教職員となるものとする。 

 

７．今後に向けて 

両国立大学法人は、法人の統合に向けて、誠意をもって取り組むものとする。また、今後、

本基本合意書の合意内容の解釈についての疑義が生じた場合、あるいは検討事項について

意見の相違が生じた場合には、両国立大学法人は誠意を持って協議解決するものとする。 

なお、本基本合意書における合意事項の全ては、関係法令の定めに従って履行するもの

とする。 

 



 

 

 

本合意書締結の証として本書２通を作成し、甲乙署名の上、各１通を保有する。 

 

 

平成  年  月  日 

 

国立大学法人岐阜大学 学長 

 

 

 

国立大学法人名古屋大学 総長 


